
未成年者の貯金取引について 

 

 

民法 818 条 3 項に、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。

ただし父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行

う。」と定められていますので、親権者が代理人となって、子供名義の

貯金取引を行う場合は、親権者父母両名の署名押印が必要となります。 

なお、代理行為が無効となることのない様に、父母両名の署名押印を

求めているものであり、窓口への同伴までは必要はありません。 

 

 

代理人名義における署名例 

親権者の場合 

 

甲乙 太郎 

法定代理人 親権者父 甲乙 一郎 ㊞ 

法定代理人 親権者母 甲乙 花子 ㊞ 
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